
 

 
令 和 元 年 1 0 月 ３ 日  

自 動 車 局 環 境 政 策 課  

自動車局審査・リコール課 

 

二輪車の車載式故障診断装置の要件が追加されます。 

－道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正－ 
 

二輪車の車載式故障診断装置について、排出ガスを浄化する装置の劣化を監視する等の

要件を追加しました。 

 
中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」（第13次

答申（平成29年５月））において、二輪車の排出ガス低減対策として、より高度な車

載式故障診断装置（以下「OBDⅡ」という。）を導入することについてとりまとめら

れたこと及び国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（以下

「UN-ECE/WP29」という。）におけるOBDⅡの具体的な検出項目等の議論を踏まえ、道

路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）等の

改正を行いました。 
 
１．道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の主な改正項目（改正の詳細は別紙

を御覧ください。） 

・  OBDⅡの要件として、失火及び触媒劣化等の故障により排出ガス値が異常レベル

を超える可能性がある場合には、故障を運転者に知らせるとともに、故障時の自

動車使用状況の情報をシステム内に保存すること等を規定します。 
 

 

 

 

 

 

２．適用時期（車種やOBDⅡの要件により適用時期が異なりますので、詳細は別紙を

御覧ください。） 

新型車は令和２年12月から、継続生産車は令和４年11月から適用対象とします。 

 

３．スケジュール 

公布：令和元年 10 月３日 

施行：公布の日 

 
 

問い合わせ先 

 自動車局環境政策課：髙野、菊地 

電 話 番 号：03-5253-8111（内線 42523、42522）、直通 03-5253-8604 

ＦＡＸ番号：03-5253-1636 

 自動車局審査・リコール課：高久、佐藤（圭） 

電 話 番 号：03-5253-8111（内線 42312、42323）、直通 03-5253-8596 

ＦＡＸ番号：03-5253-1636 

故障を運転者に警報するときの表示 


